
　土地は、私たちの日常生活や企業活動にとって不可欠な基盤であり、貴重な資源です。
土地基本法においても、土地所有者の責務として、適正な土地の利用及び管理並びに
取引を行うことなどが設けられています。
　国土交通省では、国民の皆様が、今一度、身近な土地について考え、土地の制度に
関する理解を深めていただけるきっかけとなるよう、10月を「土地月間」と定め、広
報活動等を展開しています。
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わかりやすい土地読本

　日頃、「土地」について考えることがありますか。
　「土地」は、多くの人にとって、家の購入や財産相続の際に考
えるくらいで、意識することが少ないのではないでしょうか。
　しかし、「土地」は、私たちの日常生活に不可欠な基盤であり、
貴重な資源です。「土地」が、適正に取引されない、有効に利用
されない、適切に管理されなければ、私たちの生活にとって望ま
しいことではありません。
　土地基本法の施行から 30 年以上を経過する中で、様々な「土
地」に関する施策が講じられ、「土地」に関する制度が変化して
おり、私たちの暮らしにも大きな影響が生じています。
　そのため、みなさんに土地政策を身近に感じてもらえるよう、
土地月間（10月）の取組みを大幅に強化しました。
　この土地読本の改訂もその取組の一つです。土地読本を読んで、
一緒に「土地」について考えてみましょう。

　国土交通省では、適正な土地の利用・管理が所有者等の責務となって
いることを踏まえ、その重要性を広く皆様に周知し、理解を促進する観
点から土地政策のイメージキャラクターを作成しました。

国土交通省では、「とちーた」専用ページを開設しております。
詳しくは、下記リンク又はQRコードでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/
tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00024.html

はじめに

とちーたの紹介

　第１章では、土地の歴史を振り返りつつ、私たちの日常
生活・経済活動と土地がどのように関わっているのかをご
紹介します。

第 1 章
土地について知ろう

名前：とちーた
名前の由来：土地＋チーター
誕生日：10月1日
性格：がんばり屋さん
好物：ジビエ
特技：草“狩り”
特徴：管理されていない土地を
　　　駆け回り管理する。

キャラクターポーズ
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　私たちは、土地を所有することができます。さらに、所
有するだけでなく、貸し借りすることや土地に関する権利
を設定することもできます。これらは、今では当たり前の
ことであり、私たちの生活の前提となっていますが、最初
から今と同じ状況であったわけではありません。
　今日の我々を取り巻く土地に関連する状況、特に土地に
関する権利の変遷について、歴史を振り返ってみましょう。
　歴史の授業において、最初に土地の権利が登場するのは、
大化の改新ではないでしょうか。孝徳天皇は、646 年に改
新の詔を発出し、全ての土地と人民は公（天皇）に属する
とする制度、いわゆる公地公民制を開始しました。その前
提の下、班田収授法に基づき、土地を人民に支給し、その
土地所有者から租税を徴収することにしました。土地を基
礎とする中央集権的な租税体制の始まりです。
　その後、奈良時代には農地を拡大して生産力を高める目
的から、農地を開墾した者には三代に渡って私有を認める
三世一身法や、永年に渡って収公を行わない墾田永年私財
法が施行され、公地公民制は破綻していきました。公地公
民生の破綻により、有力な豪族、貴族、寺などが、農民な
どを使って私有地を拡大し、権勢をふるうようになりまし
た。さらに、平安時代には貴族を中心とする荘園制度がで
きあがり、鎌倉時代には幕府が武士を守護・地頭に任命し
て土地を管理するようになったため、土地に関する権利は
複雑になっていきました。
　しかし、1582年以降、豊臣秀吉が、初めて全国的な田
畑の測量と収穫量の調査、いわゆる「太閤検地」を行うと

（1）土地の所有権の歴史
ともに、土地の耕作者を所有者として権利関係を整理し、
各地の大名が直接農地を支配する仕組みを構築しました。
この仕組みは、江戸時代になっても引き継がれましたが、
農地については田畑永代売買禁止令によって、その売買が
禁止されました。一方で、農地以外の町人地や武家地など
に所有権が認められ、町人地については「沽券」による売
買が活発に行われていたようです。明治時代になると、
1869 年の版籍奉還により、各藩が、所有していた土地を
朝廷に返還し、一度、天皇が土地を所有するという形式を
取りました。1873 年の地租改正で、地券を交付して土地
に対して一律に課税する一方で、新たに国家が土地を私人
に付与することで、初めてあらゆる個人による土地の私的
所有が認められることとなりました。法令上も、大日本帝
国憲法や登記法をはじめ、「所有権」という言葉が用いら
れるようになりました。
　このように、時代の変遷とともに、国家社会における土
地の在り様やとらえ方も変化し、紆余曲折を経て、今のよ
うな土地の所有権が確立されま
した。しかし、いずれの時代に
おいても、土地は社会制度や私
たちの生活と深く結びつき、そ
れらの基盤となるものでした。

1. 土地と私たちの暮らし
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図表1ー1  長期的な地価の動向

戦後1回目の地価高騰1 戦後2回目の地価高騰
●列島改造ブームの中、企業の事業用地取得や大都市への人口集
中等による旺盛な土地需要の発生、投機的な土地需要の増大

●農林地を含め全国的に地価上昇が拡大
●土地神話の一般化    

●金余り状況を背景とし、
(1)東京都心部での業務地需要の増大、(2)周辺住宅地における買換え需要の増大、(3)投機的取引の増大
●東京都心部から周辺住宅地へ、さらには大阪圏、名古屋圏、地方圏へと波及

地価公示【東京圏・全用途平均】対前年変動率（国土交通省）
※地価公示は昭和45年から始まりました。
市街地価格指数【六大都市全用途平均】各年9月末の対前年変動率
（（財）日本不動産研究所）

2 戦後3回目の地価高騰
●高度成長に伴う第２次産業の急速な発展、
　旺盛な民間企業の設備投資
●大都市、工業地中心の地価上昇
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次に、近代以降の地価の動きを見ながら、その歴史的背景を
ご紹介します。

（２）高度経済成長期からの地価動向
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図表1ー1  長期的な地価の動向

戦後1回目の地価高騰1 戦後2回目の地価高騰
●列島改造ブームの中、企業の事業用地取得や大都市への人口集
中等による旺盛な土地需要の発生、投機的な土地需要の増大

●農林地を含め全国的に地価上昇が拡大
●土地神話の一般化    

●金余り状況を背景とし、
(1)東京都心部での業務地需要の増大、(2)周辺住宅地における買換え需要の増大、(3)投機的取引の増大
●東京都心部から周辺住宅地へ、さらには大阪圏、名古屋圏、地方圏へと波及

地価公示【東京圏・全用途平均】対前年変動率（国土交通省）
※地価公示は昭和45年から始まりました。
市街地価格指数【六大都市全用途平均】各年9月末の対前年変動率
（（財）日本不動産研究所）

2 戦後3回目の地価高騰
●高度成長に伴う第２次産業の急速な発展、
　旺盛な民間企業の設備投資
●大都市、工業地中心の地価上昇
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次に、近代以降の地価の動きを見ながら、その歴史的背景を
ご紹介します。

（２）高度経済成長期からの地価動向
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り住宅地は５年ぶり、商業地は７年ぶりの下落となりまし
た。令和７年地価公示においては、令和６年地価公示に引
き続き、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも４年連続
で上昇し、上昇率が拡大しました。
（図表１－１、１－２、１－３、１－４）

住宅地 商業地

（注１－１）
　当時経済力の低下していたアメリカが、金やその他の資産とドルとの
交換を停止した（ニクソン・ショック）ため、ドルの信用が下がり、ド
ルを売って円を買う動きが起こり、これに対応した通貨政策の過程で、
通貨が正常な経済活動に必要な量以上に出回り（過剰流動性）、貨幣価値
が下がり、物価が大きく上がりました。
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図表1ー2  全国における地価の変動率

　図表１－１は、戦後から令和７年までの地価の動きを示
したものです。昭和30年から平成３年までの地価動向につ
いて見ると、ほぼ一貫して地価が上がっていることがわか
ります。その中でも、地価が大きく上がった時期は３回あ
りました。
　１回目の地価高騰は、高度経済成長を背景として、昭和
30年代半ばに起こりました。この時期に第２次産業が急速
に発展し、民間企業が積極的に設備投資を行い、工業用地
の需要を急速に拡大させたことなどによるものです。
　２回目の地価高騰は、昭和47年・48 年を中心に起こり
ました。企業の事業用地に対する需要、大都市への人口集
中に伴う宅地需要の増大に加え、国際金融情勢に由来する
過剰流動性（注１－１）や、当時の「列島改造ブーム」を
受け、開発により地価が上がることを見越しての投機的な
土地需要が増大したことなどがその要因とされています。
こうして、土地は持っているだけで価値が上がる資産だと
いう「土地神話」が形成されていきました。
　３回目の地価高騰は、昭和60年代のいわゆるバブル経済
によって起こりました。それまでに定着していた「土地神
話」はバブル経済の発生・拡大に大きな影響を及ぼし、地
価が上がることに対する過剰な期待感から、企業等による
投機的な土地取引が頻発しました。
　その後、バブルの崩壊に伴い地価が下がりはじめ、全国
平均では平成４年から15年連続で下がり続けました。平成
19年・20年地価公示において２年連続の上昇を見せた後、
平成 21年地価公示から再び下落に転じました。その後、
景気回復や低金利環境等を背景に、住宅地は平成30年、商
業地は平成 28年以降上昇を示していましたが、令和３年
地価公示において、新型コロナウイルス感染症の影響によ
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図表1ー4  三大都市圏における地価の変動率

住宅地 商業地

（昭和）

50

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4

（％）

40

30

20

10

0

-10

-20

（平成） （令和）

図表1ー3  地方圏における地価の変動率

住宅地 商業地

　ご存じのとおり、日本は人口減少・少子高齢社会に突入
しています。日本の総人口は、2008 年をピークに減少し
ており、2070 年には 8,700 万人になるという推計もあり
ます（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人
口（令和 5 年推計）」。）
　人口減少・少子高齢社会は、土地利用の需要の低下をも
たらし、加えて、都市部への移住により、地方を中心に土
地を所有している意識が希薄になっていると言われていま
す。さらに、遺産分割をしないままに、相続を繰り返し、
土地所有者がねずみ算式に増加する事例が増えています。
　これらを受けて、所有者が不明な土地や所有者による適
正な利用・管理が期待できない管理不全土地が全国的に増
加しています。所有者が不明な土地や管理不全土地は、公
共事業や地籍調査を行う場面において所有者の特定に多大
なコストを要するため、円滑に事業を実施することが困難
となるだけでなく、土地が適正に管理されないことによっ
て、雑草の繁茂や不法投棄といった周辺の土地に迷惑が生
じる事例も発生しています。
　今後も同様に、人口減少が進めば、所有者が不明な土地
や管理不全土地が増加すると見込まれ、早急な対応が必要
となってきます。これらの対策については、第２章以降で
ご紹介します。

（３）最近の土地問題
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　土地は、衣服や食品のように頻繁に取引されず、また、
同じ土地はないという特性があります。
　取引する人の事情や動機によって価格が左右さます。そ
のため、土地の適正な価格がいくらであるか、わかりにく
くなっています。
　そのため、国土交通省では、全国の標準地（地域におい
て土地の大きさ、利用状況などが標準的な土地）について、
特殊な事情等のない自由な取引において通常成立すると考
えられる価格を、土地鑑定委員会を通じて公示し、土地の
取引の際に、土地の適正な価格を判断するにあたっての客
観的な目安として活用いただけるようにしています。
　公示価格は、毎年１月１日時点において各地点を更地
（建物や使用収益を制限する権利が存在しない状態の土
地）として評価したときの１㎡あたりの価格であり、図表
１－５のように公示されます。
　価格を知りたい土地と公示地点を比較することにより、
例えば公示地点に比べ、駅から遠いので安くなるとか、大
通りに面し交通の便がよいので高くなるというように、条
件を比較しておおよその価格を判断することができます。
　また、地価公示はこのほかにも、不動産鑑定士による不
動産の鑑定評価や公共用地の取得価格を決める際のよりど

ころとなるなど、色々な役割があり
ます。さらに、相続税評価や固定資
産税評価の目安（図表１－６）とし
て、また、企業会計における資産の
時価評価等にも活用されています。

２. 地価公示からみる土地の動き 図表1ー5  地価公示の例

図表1ー6  公的土地評価一覧表

区 　 分 地 価 公 示 相 続 税 評 価 固 定 資 産 税 評 価

目 的 等

１一般の土地取引価格
の指標
２不動産鑑定士等の鑑
定評価の規準
３公共事業用地の取得
価格の算定の規準等

相続税及び贈与税課税
のため

(平成 4年分の評価か
ら公示価格の水準の 8
割程度 )

固定資産税課税のため

(平成 6年度の評価替
から公示価格の 7割を
目途 )

評 価 機 関
国土交通省
土地鑑定委員会

国 税 局 長 市 町 村 長

価 格 時 点
１月１日
(毎年公示 )

１月１日
(毎年評価替 )

１月１日
(3年に 1度評価替 )
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　令和７年１月１日時点の地価公示によると、全国の地価
は、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも４年連続で上
昇し、上昇率が拡大しました。全国の地価は、景気が緩や
かに回復している中、地域や用途により差があるものの、
三大都市圏・地方圏ともに上昇が継続するとともに、三大
都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続す
るなど、上昇基調が続いています。
　地価動向の特徴として、低金利環境の継続などにより引
き続き住宅地については、住宅需要は堅調であり、地価上
昇が継続しています。商業地については、主要都市では、
店舗・ホテルなどの需要が堅調であり、オフィスについて
も空席率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が向
上していることなどから、地価上昇が継続しています。
　半年毎の地価動向を都道府県地価調査（７月１日の地価
を調査）との共通の調査地点でみると、全国の住宅地につ
いては前半1.6％の上昇、後半 1.7％の上昇、商業地につ
いては前半 2.8%の上昇、後半 2.8 %の上昇となっていま
す。

　1986年頃から1991年頃まで、いわゆるバブル期は、
日本の株式や地価が実体経済以上に高騰し、多くの投機的
取引が行われました。その結果、地価上昇による住宅取得
の困難化、社会資本整備への支障等の社会問題が引き起こ
されました。その対応として、平成元年に土地取引の適正
化等を主眼に置いた土地政策の基本を定めた土地基本法が
制定されました。この法律は土地政策についての基本理念
を定め、関係者の責務を明らかにするなど、まさにその名
のとおり、土地政策の基本的事項を示しています。しか
し、制定から、30年以上経過し、その間、バブル崩壊と
長期的な地価下落を経験しました。さらには、人口減少・
少子高齢社会による土地利用ニーズの低下や土地所有意識
の希薄化等により、所有者が不明な土地や、所有者による
適正な利用・管理が期待できない管理不全土地が全国的に
増加しています。このように、土地をめぐる、環境が大き

第 2章
生活に役立つ法律・制度

　この章では、私たちの生活に関係し、知っておくと役に
立つ法律、税制、相談窓口をご紹介します。
　なお、国土交通省と法務省では、土地に関する悩みを持
つ方向けにリーフレットを作成しました。関係する法律や
土地に関するリスク等を掲載していますので、ぜひ、土地
を所有している方は一度ご覧ください。

1. 土地に関する法律
●土地基本法、所有者不明土地法
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に多大なコストを要するため、事業を実施することが困難
となるだけでなく、土地が適正に管理されないことによっ
て、雑草の繁茂や不法投棄といった周辺の土地に迷惑が生
じる事例も発生しています。このような課題に対応し､所
有者不明土地の公共的な用途に円滑に利用することを可能
とするため、平成 30年に、所有者不明土地の利用の円滑
化等に関する特別措置法、いわゆる所有者不明土地法が制
定されました。
　内容は大きく分けて３つで、所有者不明土地を円滑に利
用する仕組み、土地所有者の探索を合理化する仕組み、所
有者不明土地を適切に管理する仕組みです。
　所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、公共事
業の手続の合理化・円滑化を行って、所有者不明土地の所
有権を取得する方法と、地域住民等のために所有者不明土
地の上に、最長10年間又は20 年間の使用権を設定して、
広場、購買施設、災害対策施設、再生可能エネルギー発電
設備などの公益的な事業（地域福利増進事業）に活用する
方法があります。いずれも判明している所有者に反対者が
おらず、建築物がない場合か、朽廃した建築物が存する場

合で現に利用されて
いない所有者不明土
地に限定されますが、
地方公共団体をはじ
めとする事業主体が、
これらの方法を活用
し、円滑に所有者不
明土地を利用するこ
とが期待されます。

く変化した結果、新たな課題に対応した土地政策を再構築
する観点から、令和２年に土地基本法の一部が改正されま
した。
　改正では、土地を適正に利用・取引するだけでなく、周
辺に悪影響を与えないように「管理」をすることの重要性
を明確にしました。さらに、我々に特に関係がある改正内
容として、土地所有者の責務が新たに追加されました。こ
れは、土地の適正な利用や管理のためには、土地所有者の
役割が重要であることを踏まえたもので、土地所有者は、
土地の利用、管理、取引を適正に行わなければならないこ
とを規定するとともに、登記手続などの権利関係を明確に
するための措置や境界を明確にするための措置に努めるこ
と、さらに国や地方公共団体が行う土地施策に協力しなけ
ればならないことを規定しました。併せて、関係省庁が一
体性を持って、時代の要請に対応した土地政策が講じられ
るよう、施策の基本的な方向性を具体化する方針（以下
「土地基本方針」という。）の策定が義務付けられました。
　令和６年６月11日には、土地基本方針について変更を行
い、人口減少・少子高齢社会の進行やDX・GXの普及を踏
まえ、宅地化を前提とした土地政策から軸足を移し、広域
的・長期的な視点をもって、限られた国土の土地利用転換
やその適正管理等を進める″「サステナブルな土地の利用・
管理」″の実現を目標に既存施策の拡充や新たな施策の導
入を盛り込みました。
　上述のとおり、人口減少・少子高齢が進行した結果、所
有者がわからない土地が増加しており、特に、災害からの

復旧・復興事業、公共事
業や地籍調査を行う場面
において、所有者の特定
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はいかがでしょうか。
　また、これらの施策を推進する体制を整備するため、市
町村が、所有者不明土地対策に関する計画（以下、「所有
者不明土地対策計画」という。）の作成や、地域の関係者
や専門家等が構成員となる協議会の設置を行うほか、低未
利用地の活用等に向けた活動を行うNPO等を所有者不明
土地利用円滑化推進法人として指定する制度が設けられて
います。あわせて、市町村が作成した所有者不明土地対策
計画に基づく事業の実施を支援するための国庫補助制度も
創設されました。
　所有者不明土地がもたらす
問題は、一朝一夕に解決が図
られるものではなく、中長期
的に、粘り強く取り組んでい
く必要があるものです。所有
者不明土地法により、地域に
おける対策が進展することが
期待されます。

　土地所有者の探索を合理化する仕組みとして、地域福利
増進事業、収用適格事業、都市計画事業の準備のためであ
れば、固定資産課税台帳などのすでに行政機関が保有して
いる情報を行政機関内部で利用できるようになりました。
例えば、市の土木部局が行う公共事業の区域内に所有者不
明土地がある場合、所有者を探すために、同じ市の税部局
に問い合わせ、固定資産課税台帳の情報を利用することが
できます。また、地域福利増進事業等を行おうとする事業
者からの事業に関する情報の求めに対して、都道府県知事
や市町村長が、情報提供できることとなりました。このよ
うに、土地所有者の情報を調べる手間を簡略にして、公共
的事業の円滑な実施に貢献します。
　次に、所有者不明土地を適正に管理する仕組みです。所
有者不明土地がごみの不法投棄や雑草の繁茂によって周辺
に悪影響を与えている場合など、適正な管理のため特に必
要である場合、国や地方公共団体が、地方裁判所に対して、
不在者財産管理人等の選任を請求し、その財産管理人に土
地を管理してもらうことができるようになりました。また、
管理不全の所有者不明土地の周辺における災害発生や著し
い環境悪化などを防止するため、市町村長が防止措置に関
する勧告・命令・代執行を行うことや、利害関係者に代
わって裁判所に土地の管理人の選任を請求することができ
ることとされています。

　お近くに所有者不明土地が
あって、こうした問題が生じ
ている場合は、まずは地元自
治体にご相談いただき、これ
らの制度による対策ができな
いかどうか検討を促してみて
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創設されました。
　さらに､利用の円滑化の観点から､民法の改正が行われ、
裁判所が選任した管理人による所有者不明土地や管理不全
土地の管理を可能にする所有者不明土地管理制度等の創設
や、共有者の一部が不明である場合などにおいて共有地の
利用を円滑化するための共有制度の見直しなどが行われま
した。
　これらの新制度のうち、民法改正関係は令和５年４月１
日、相続土地国庫帰属法関係は令和５年４月２７日、不動
産登記法改正関係のうち、相続登記の義務化関係について
は令和６年４月１日に施行されており、住所等変更登記の
義務化については、令和８年４月１日に施行することとさ
れています。

●民法、不動産登記法、相続土地国庫帰属法
　上述のとおり、土地利用ニーズの低下や土地所有意識の
希薄化等により、遺産分割がされないままに、相続が繰り
返され、土地所有者がねずみ算式に増加する事例が増えて
います。　　　
　また､相続登記や住所等変更登記は義務とされていなかっ
たため､登記しなくても不利益を被ることが少ないことなど
が原因で､これらの登記のインセンティブが働きにくい状況
にありました。
　これらを背景に、所有者不明土地や管理不全土地が全国
的に増加していることから、その対策が喫緊の課題となっ
ており（→ｐ9「最近の土地問題」参照）､民・民の関係を
定める民事基本法制においても対策を講ずる必要があった
ため､令和３年４月に、民法・不動産登記法等の一部が改正
されるとともに､相続土地国庫帰属法が制定されました。こ
れらの法律では、所有者不明土地問題を解決するため、所
有者不明土地の
①「発生の予防」と
②「利用の円滑化」
の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われてい
ます。
　まず、発生の予防の観点から､不動産登記法の改正が行わ
れ、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記や住所
等変更登記の未了に対応するため、これまで任意とされて
いたこれらの登記が義務化されるなどの見直しが行われま
した。
　また、相続土地国庫帰属法において、相続等により取得
した土地のうち一定の要件を満たすものについて法務大臣
の承認を受けて国庫に帰属させることを可能とする制度が
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の作成などの手続が難しそう、登記費用もかかってしまう
などといった理由で、相続登記がされずに放置されると
いったことがあります。

3. 相続登記の義務化
　このように、相続登記がされない状況の解消を図るため、
新ルールとして、相続により不動産を取得した相続人に対
し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
その不動産を取得したことを知った日（自分が不動産を相
続することになったことを知った日）から３年以内に相続
登記をすることが義務付けられました。
　そして、正当な理由がないのにこの義務を怠ったときは、
10 万円以下の過料の適用対象となることとされました。
　この義務化は、令和６年４月１日に施行していますが、
その施行日前に相続の開始があった場合にも、相続登記を
していないときは、相続登記の義務の対象となり、令和９
年３月３１日まで（不動産を取得したことを知った日が施
行日より後であれば、その知った日から３年以内）に登記
をする必要があります。また、この場合も、正当な理由が
ないのに義務を怠ったときは、過料の適用対象となります。

4. 相続登記の手続の負担軽減策
（1）相続人申告登記　
　相続登記の義務化と併せて、その義務をより簡易に履行
することができるようにする仕組み（手続の負担軽減策）
として、相続人申告登記という新たな登記が令和６年４月
１日からスタートしています。
　この相続人申告登記は、①不動産の所有者について相続
が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を相続登記

   
　令和６年４月１日に施行（スタート）した相続登記の義
務化及び令和８年４月１日から施行予定の住所等変更登記
の義務化のポイントについて、それぞれ紹介します。

第１ 相続登記の義務化

1. 概要
　令和３年の不動産登記法の見直しにより、これまで任意
とされていた相続登記が法律で義務化されるとともに、そ
の義務をより簡易に履行することができるようにする仕組
みが導入されました。

2. 相続登記
　土地や建物を相続によって引き継いだ場合には、相続登
記をすることにより、自分名義の土地・建物であることを
示すことになります。
　この相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局（登
記所）に登記申請書と関係書類（戸籍謄本、遺産分割協議
書、住民票の写しなど）を提出して行います（オンライン
により行うこともできます。）。
　そして、これを受け付けた法務局（登記所）の「登記
官」は、その内容を調査して問題がなければ、相続人が新
たな所有者であることが分かるよう不動産登記簿にその氏
名、住所等を記録（登記）します。
　しかしながら、相続登記そのものを知らなかったり、ま
た、知っていても今すぐ相続登記をしなくても特に困らな
い、相続登記をしようとしても遺産分割協議や登記申請書
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■特集「相続登記の義務化」及び
 「住所等変更登記の義務化」について
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2. 住所等変更登記
　不動産の所有者の住所・氏名について変更があった場合
には、住所等変更登記をすることにより、その変更が不動
産登記簿に反映されることになります。
　この住所等変更登記は、不動産の所在地を管轄する法務
局（登記所）に登記申請書と関係書類（住民票の写しな
ど）を提出して行います（オンラインで行うこともできま
す。）。
　そして、これを受け付けた法務局（登記所）の「登記
官」は、その内容を調査して問題がなければ、不動産登記
簿に変更後の住所等を記録（登記）します。
　しかしながら、この登記申請は、これまで義務ではな
かったこと、転居等のたびに登記をするのは負担感があっ
たことなどから放置されがちでした。

3. 住所等変更登記の義務化
　このように、住所等変更登記がされない状況を解消すべ
く、所有者に対し、住所等の変更があった日から、２年以
内にその変更登記の申請をすることが義務付けられました。
そして、正当な理由がないのにこの義務の履行を怠ったと
きは、５万円以下の過料の適用対象となることとされまし
た。
　この義務化は、令和８年４月１日に施行されますが、そ
の施行日前に住所等の変更があった場合にも、変更登記を
していなければ、義務の履行の対象となり、令和１０年３
月３１日までに登記をする必要があります。また、この場
合も、正当な理由がないのに義務を怠ったときは、過料の
適用対象となります。

の義務の履行期間内に登記官に申し出ることでその義務を
履行したものとみなすもので、登記官は、その申出内容を
調査して問題がなければ、申出をした相続人の氏名、住所
等を職権で不動産登記簿に記録します。
　この相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を履行し
たことになり、過料を科されることはありません。ただし、
相続人申告登記は、相続による権利移転を公示するもので
はなく、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をし
たりするような場合には、改めて、相続登記をする必要が
ありますので、ご留意ください。
　なお、相続人申告登記では、申出に必要な提出書類が簡
略化されているほか、登記費用（登録免許税）が非課税で
あるなど、手続面・費用面での負担が軽減されたものと
なっています。
（2）所有不動産記録証明制度
　相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすること
で、相続登記をするに当たっての当事者の手続的負担を軽
減するとともに、登記漏れを防止する観点から、登記官に
おいて、特定の者が所有権の登記名義人として記録されて
いる不動産を一覧的にリスト化し証明する「所有不動産記
録証明制度」が令和８年２月２日から開始されます。

第2 住所等変更登記の義務化

1. 概要
　令和３年の不動産登記法の見直しにより、これまで任意
とされていた住所等変更登記が、相続登記と同様に法律で
義務化されるとともに、その義務をより簡単に履行するこ
とができる方策（スマート変更登記）が新設されます。
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第3 さいごに

　法務省では、新制度の周知のため、テレビ・インター
ネットＣＭの放映や以下のポスターの掲載等、様々な取組
をしてきました。
　新制度についてご不明な点は、最寄りの法務局や登記の
専門家である司法書士等にお尋ねください。
　この機会に相続登記や住所等変更登記をしていない不動
産がないか、今一度ご確認ください。

4.住所等変更登記の手続の負担軽減策
 （スマート変更登記）
　所有者の住所等変更登記手続の負担軽減のため、令和７
年４月２１日から「検索用情報の申出」の手続が始まりま
した。この手続をしておくことで、住所等の変更があるた
びに登記申請をしなくても、その後は法務局（登記所）の
「登記官」が職権で住所等変更登記をすることが可能とな
ります。このかんたん・無料でできる方策を「スマート変
更登記」といいます。
　具体的な手続の流れは以下のとおりになります。
⑴ 自然人の場合
　①登記申請の際等に、氏名・住所のほか、生年月日等の
　 「検索用情報」の申出を行う。
　②登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネット
　　ワークシステムに対して照会し、所有者の氏名・住所
　　等の異動情報を取得する。
　③登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所
　　等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、
　　職権で変更の登記をする（非課税）。
⑵ 法人の場合
　①法人が所有者となっている不動産について、申出等に
　　より登記官の職権で会社法人等番号を登記事項に追加
　　する。
　②商業・法人登記システムから不動産登記システムに対
　　し、名称や住所を変更した法人の情報が通知される。
　③登記官が、取得した情報に基づき、職権で変更の登記
　　をする（非課税）。
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　そのため、市町村等が、一つ一つの土地の地目、境界及
び面積等を調査・測量する地籍調査を行います（図表２－
2 ）。

 国土調査の一環である地籍調査は、国土調査法に基づき
実施されており、同法は、地籍調査の手続、費用負担、成
果の取扱い等について定めています。
　地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、
その写しが登記所に送付され、登記所の正式な地図として
備え付けられます。これにより、土地境界をめぐるトラブ
ルを防止し、災害復旧等も迅速に行うことができるように
なります。

　土地の境界は、通常、登記所で地図を確認すれば分かり
ますが、地図が未整備の地域もあります。このような地域
では暫定的に地図に準ずる図面（いわゆる公図）が備え付
けられていますが、公図からは、正確な境界を判断するこ
とは困難です。そのため、土地取引に支障をきたすことが
あります。これを改善するためには、個々の土地の境界や
面積を明らかにすることが必要です（図表２－1）。
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●国土調査法（地籍調査）

図表2ー1  地籍調査前の公図と地籍調査後の地籍図
《地籍調査の実施前》

（地図に準ずる図面）

公図

《地籍調査の実施後》
（不動産登記法第 14 条第 1項の地図として登記所に備え付けられる）
地籍図

図表2ー2  地籍調査の流れ

土地所有者等の立会いなどにより、
個々の土地の境界、地目等の確認をし
ます。

土地所有者等によって確
認された境界を測量し、
面積を計算します。

地籍図と地籍簿の案を閲覧にかけ、
誤り等を訂正する機会を設けます。

地 籍 測 量 成果の閲覧・確認

住民への説明会 一筆地調査

調査に先立って、
住民への説明会を
実施します。
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　地籍調査は、昭和 20年代から実施されていますが、令
和 6年度末時点における全国の進捗率は 53％（優先実施
地域の進捗率（※）は81％）となっています。また、地
籍調査は、市町村が実施主体ですが、令和6年度末時点に
おいて、地籍調査を未着手の市町村、休止中の市町村は全
体の18％となっています。
　地籍調査は、国土調査促進特別措置法に基づき閣議決定
された「国土調査事業十箇年計画」に従って進められてお
り、令和２年度からの第７次国土調査事業十箇年計画では、
令和２年の国土調査法等改正により導入された新たな調査
手続・調査手法の活用促進を図っているところです。計画
で掲げる目標の達成に向けて、現地調査等の通知に無反応
な所有者等がいる場合の調査手続の活用促進、リモートセ
ンシングデータの活用拡大、所有者探索のための固定資産
課税台帳等の利用など、より円滑・迅速に地籍調査を推進
する方策に引き続き取り組むことで、調査の更なる加速化
を図っていきます。

　事業費は、市町村が地籍調査を実施した場合は、国が１
／２、都道府県と市町村が１／４ずつ負担しますので、住
民の費用負担はありません
　また、法務局（登記所）には、土地の物理的状況（地目、
地積等）及び権利関係を記録した「登記記録」と土地の位
置や区画等を示す「登記所備付地図」又は「地図に準ずる
図面」を備え付けています。
　このうち、登記所備付地図は全体の５９％を占めていま
す。精度の高い登記所備付地図が整備されていると、不動
産の流通や公共事業の円滑な実施に資するほか、道路・下
水道整備等の社会基盤の整備にも役立ちます。
　そのため、法務局では、残る４１％の地図に準ずる図面
が備えられている地域のうち、都市部における人口集中地
区の地図混乱区域を中心に、法務局地図作成事業を実施し、
登記所備付地図の整備を進めています。
　地籍調査が実施されていない場合、土地の境界が曖昧な
ままで、土地取引等でトラブルに巻き込まれる、災害復旧
が遅れてしまう、道路等のインフラ整備に支障をきたす等
の弊害が発生する可能性があります。
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（※）優先実施地域の進捗率
　地籍調査の対象地域全体から、既に一定程度土地の境界が明らかになっ
ている地域や国・公有地等の土地取引が行われる可能性が低い地域を除い
た面積に対する地籍調査実施面積の割合
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に引き上げられています（令和5年1月1日から令和7年末
の間に行われた土地等の譲渡に限る）。
　これにより、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域
活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図っていま
す。低未利用土地等を譲渡する予定のある方は、この制度
が利用できるかどうか、ぜひご確認ください。

　土地やその上に建っている建物には、買うとき、持って
いるとき、売るときなど、それぞれの段階で税が課されま
す（図表２－ 3 ）。例えば、買うときには登録免許税や不
動産取得税などが、持っているときには固定資産税や都市
計画税などが課されます。さらに、土地を譲渡する際には、
その利益に対して、所得税や住民税などが課されます。

　これらの税制度については、一定の条件で特例があり、
税金が安くなる場合があります。例えば、固定資産税につ
いては、一軒家やアパートなどの人が住むための家屋の敷
地として利用されている住宅用地について、税金の軽減措
置があり、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅
用地の区分に応じた特例率をかけて、課税標準額を決定し
ます。小規模住宅用地とは、住宅１戸あたり 200 ㎡以下の
部分をいい、固定資産税の課税標準額は、評価額の６分の
１となります。また、一般住宅用地は、住宅１戸あたり
200 ㎡を超える部分をいい、固定資産税の課税標準額は評
価額の３分の1 の額となります。

　また、低未利用土地等の譲渡については、一定の条件
（都市計画区域内の低未利用土地等であること、低未利用
土地等の譲渡価額が 500 万円以下であること等）を満たす、
令和２年７月1日から令和７年末までに行われたものにつ
いて、長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。さ
らに、市街化区域や用途地域設定区域内の土地等、所有者
不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所
在する土地等については譲渡価額の要件の上限が800 万円
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2. 土地に関する税制

図表2ー3  土地や建物にかかる税金
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　国土交通省では、自治体が把握・提供している空き家・
空き地等の情報について、自治体を横断して簡単に検索で
きるよう「全国版空き家・空き地バンク」を構築し、平成
2 9年 10 月から、公募により選定した２事業者が運営を
行っています。
　この「全国版空き家・空き地バンク」には、令和７年３
月末時点で、全国1,10 3の自治体が参画し、17,93 1件の
物件が掲載されています。さらに成約に至った件数は、累
計約20,900件となっています。

　土地に関する DX の取組として、国土交通省では、令和
６年４月１日より、誰でも簡単に不動産に関する各種情報
を地図上で閲覧できるサイト「不動産情報ライブラリ」
（以下「ライブラリ」という。）を一般公開しています。
ライブラリでは、不動産の価格情報だけでなく、災害リス
ク、都市計画（土地利用の計画）、周辺生活施設など、土
地に関する様々な情報を一元的に集約しています。
　これらの情報の多くは、国や地方自治体の多様な主体か
ら公表され、かつ、公表形式が様々でした。そこで、ライ
ブラリでは、これらの情報を一つのシステム上にまとめ、
容易に重ね合わせて分析できるようにして、情報収集コス
トの低減を図っています。
　ライブラリを活用することで、消費者が住まい探しをす
る際に適切なエリア選択を行うことができるようになりま
す。例えば、子育て世代であれば学区や公園等の情報を、
シニア世代であれば公共交通や徒歩範囲内の避難施設、商
業施設等の情報を、パソコン・スマートフォンを使って、
誰でも簡単に閲覧することができます。また、事業者が出
店計画を検討する際にも、土地利用規制、メッシュ単位の
人口データ、駅別乗降客数等をすぐに確認できます。これ
により、不動産取引の円滑化・活性化の促進に寄与します。
　また、ライブラリに掲載している情報の一部は、A P I に
よって産学官の主体に無償で提供されています。当該情報
を活用し、生成 A I と掛け合わせて不動産情報の提供サー
ビスを構築する等の新規ビジネスの創出や、自治体のサー
ビスに導入され地域の不動産市場の活性化に寄与する動き
も見られています。
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3. 土地に関するDX

4. 全国版空き家・空き地バンク

不動産情報ライブラリ：画面イメージ

（https://www.reinfolib.mlit.go.jp/） 

(https://www.homes.co.jp/akiyabank/) (https://www.akiya-athome.jp)

株式会社LIFULL アットホーム株式会社
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解決のためのアドバイスを行ってくれます。また、日本
FP 協会では、くらしとお金に関する相談窓口を開設して
いて、資産運用の観点から土地に関する相談を受け付けて
くれます。
　また、いわゆるランドバンクと呼ばれる、地域において
あまり利用されていない土地のマッチングや管理を行う
NPO、社団法人、企業などの組織がある地域もあります。
例えば、山形県のN POつるおかランド・バンクでは、県
内の空き家・空き地の寄付又は低廉売却を受け、解体・整
地・転売等により空き家・空き地・狭あい道路の一体整備
を行うほか、空き家・空き地の情報をストックして発信し
てマッチングを行うなどの取組を行っています。土地を活
用・管理してほしいという希望をお持ちの方は、お近くに
このような機関がないか調べてみてください。
　その他、民間の金融機関や都市開発事業者においても、
相談窓口を設けている場合があり、インターネットで検索
するなどして、活用できるものがあればぜひ活用してくだ
さい。
 

　

　自分の所有する土地に関連して問題が発生した場合、誰
に相談すれば良いのでしょうか？相談窓口がわからない場
合、まずは、その土地の所在する自治体に相談しましょう。
　土地を手放したい、土地を管理してほしい、相続放棄し
たいなど、自分の相談内容に応じた解決の糸口、専門家、
関係団体を教えてくれるかもしれません。
　例えば、神戸市では、市内在住・在学・在勤者を対象と
して、土地問題を含む日常生活で生じる様々な問題につい
て、一般的な観点から「問題解決の糸口」を見つけてもら
えるように相談窓口を設置しています。土地に関する登記
や境界問題の相談も受け付けています。
　自治体窓口以外にも、士業団体が相談窓口を設けている
ことがあります。例えば、司法書士会では、令和３年の民
法改正によって相続登記が義務化されたことを受け、相続
登記相談センターを開設しました。一般市民の方々を対象
に、一般的な登記関連（不動産登記・商業登記等）の問題
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ご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo
_tk2_000019.html）

　我が国では､自衛隊施設などの防衛関係施設の周辺にあ
る土地・建物や、国境離島の土地・建物の所有や利用をめ
ぐって､かねてより安全保障上の懸念が示されてきました｡
こうした状況の中、安全保障上の「重要施設」や国境離島
等に悪影響を及ぼすような土地・建物の利用を防止するた
め、この法律が制定されました。
　この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートル
の区域や国境離島等を注視区域として指定しています。そ
して、国は注視区域にある土地・建物の利用状況を調査す
ることとなっています。令和７年8月現在、全国に５８5
の注視区域があります。
　調査の結果、注視区域にある土地・建物を利用して、重
要施設に悪影響を及ぼすような行為（機能阻害行為）をし
ていること（または、しようとしていること）が確認され
た場合、国は、法律や国際情勢、土地問題など各分野の専
門家で構成される「土地等利用状況審議会」の意見を聴い
た上で、そのような行為を行っている（または行おうとし
ている）者に対して、中止または是正措置を行うよう勧告

　国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰
が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合
理的な土地利用の確保を図ることを目的として、土地取引
の規制に関する措置を定めています。
　全国にわたる一般的な土地取引規制制度として『事後届
出制』があり、『一定面積以上の土地』で『土地売買等の
契約』を締結した場合には、届出が必要です。契約当事者
のうち『土地に関する権利』を取得することとなる者、す
なわち権利取得者（買主）は、契約締結の日から起算して
２週間以内に、その土地が所在する市町村の長を経由し、
都道府県知事等に対して利用目的、取引価格等を届け出な
ければならないこととなっています。一定規模以上の土地
取引について、開発行為が実施される前の土地の取引段階
で、土地の利用目的を審査し、助言・勧告を行うことによ
り、その早期是正を促す仕組みとなっています。
　また、事後届出制以外にも、地価の上昇等によって区域
や期間を限定して契約締結前に届出が必要となる注視区域、
監視区域、そして、許可制である規制区域の制度もありま
す。国土交通省のホームページで詳細を記載しているので、

第 3章
土地について守るべきルール
　この章では、私たちが土地を売買する際に守らなけれな
らない法律についてご紹介します。
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1. 国土利用計画法
2. 重要施設周辺及び国境離島等に
　おける土地等の利用状況の調査
　及び利用の規制等に関する法律
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とで簡単に調べることができます。

　公有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」とい
う。）は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩
序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として
います。
　公拡法のうち、第２章に規定する土地の「先買い制度」
は、都市計画区域内等に所在する一定規模以上の土地につ
いて、土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合の
「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地
の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることによ
り、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土
地の買取りの協議の機会を与える制度です。
　届出又は申出があった場合で、当該土地の買取りを希望
する地方公共団体等があった場合には、地方公共団体等か
ら土地所有者に対して買取り協議を行う旨が通知され、買
取り協議が行われます。買取り協議が成立した場合、地方
公共団体等が当該土地の買取りを行います。このようにし
て買取りした土地を「先買い土地」と呼んでいます。
　先買い土地は、土地所有者に対して、届出義務や譲渡制
限を課すことにより買取りをしていますので、相当の公共
性・公益性を有する目的のために使用される必要がありま
す。

することができます。また、勧告を受けた者が従わない場
合は命令することができます。
　こうした仕組みを作ることで、重要施設や国境離島等を
守っているのです。
　また、注視区域の中でも特に重要なもの（例えば、司令
部機能をもつ防衛関係施設の周囲など）は、特別注視区域
として指定しています。特別注視区域は特に重要な区域の
ため、区域内で新たに土地・建物を取得した者をいち早く
把握する必要があります。このため、特別注視区域で土
地・建物の売買などを行おうとする者は、契約する前に、
あらかじめ国に届出（氏名や利用目的などを記載した書類
を提出すること）をしなければならないことになっていま
す。
　法律の詳しい内容は、内閣府のホームページで分かりや
すく解説していますので、是非ご覧ください。

●スマホやPCで注視区域が確認できます
　注視区域（または特別注視区域）がどこにあるかは、
「重要土地ウェブ地図」で確認することができます。重要
土地ウェブ地図は、下記の二次元コード又はURLからアク
セスすることができます。地図上で青色の線で示している
区域が注視区域、赤色の線が特別注視区域です。住所検索
機能も付いているので、調べたい場所の住所を入力するこ
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3. 公有地の拡大の推進に関する法律

（https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html）

（https://www.resum2.go.jp/）
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 例えば、土地売買一つをとっても、取引をサポートする
様々なプロフェッショナルがいます。まず、取引の対象と
なる土地の実態と価値を正確に把握しなければなりません。
　そこで、不動産の権利に関する登記等を行う司法書士、
不動産の調査・測量や登記の代理申請を行う土地家屋調査
士、不動産の経済価値の評価や有効な使い方についてのコ
ンサルティングを行う不動産鑑定士が活躍します。
　また、契約の段階では、法律で定められた重要事項を説
明するなどの契約締結の業務を担う宅地建物取引士の出番
です。
　さらに、土地の売買後には、土地に関する権利の登記を
変更しなければなりません。その際、登記申請手続を代行
する司法書士に依頼することもできます。
　これらの仕事の資格は、いずれも、国家資格であり、そ
れぞれが独占業務を持つ国が認めたプロフェッショナルた
ちです。多くの人にとって、経験が少なく専門的知識に乏
しい土地取引を行う際に、きっと力になってくれるでしょ
う。次のページ以降では、不動産鑑定士の仕事を取り上げ
て、詳しくご紹介します。

　また、先買い土地として地方公共団体等が土地所有者か
ら土地を買い取った場合、当該土地所有者は当該土地の譲
渡に係る譲渡所得に課される所得税等に関して、特別控除
を受けることができます。

　通常、土地の売買などの土地に関する取引は、値段も高
額で、手続も専門的になりがちです。そこで、取引の当事
者同士が、安心・納得して取引を行えるように手助けをす
る仕事があります。普段、あまり馴染みのない職業かもし
れませんが、この土地読本をきっかけに、皆さんに知って
もらいたく、ここでは、土地に関するお仕事を紹介します。
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1. 土地に関するお仕事紹介（総論）

※１: 地方公共団体等とは、地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、
　　  地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構をいう。
※２:先買い制度により取得した土地は、幅広く公共性ないし公益性を有する目的（事業）
 　　のために使用することが可能。

第 4 章
土地に関する仕事を知ろう
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〈不動産鑑定士が活躍する分野〉
　不動産鑑定士は、不動産業界はもちろん、金融・コンサ
ルティング、官公庁など、様々なフィールドで活躍してい
ます。
・不動産鑑定事務所
　個人や法人、国や自治体などからの依頼で不動産鑑定を
　行います。鑑定評価はもちろん、コンサルティングなど
　業務の幅は広いです。
・不動産業
　土地・建物の売買や賃貸のための価値評価から土地開発
　のためのコンサルティングまで、不動産鑑定士の技能が
　求められるシーンは多いです。
・金融業
　融資を行う際に担保となる不動産の価値を客観的に判断
　する必要があるため、不動産鑑定士の技能が必要とされ
　ます。
・コンサルティング業
　賃貸住宅やビルの経営、建て替えに係る不動産有効活用
　といったコンサルティングにおいても、不動産鑑定士の
　知識や技能が活かさ
　れます。

　幅広い知識をもとに不動産の「適正な価値」を評価する
プロ！

〈不動産鑑定士は、不動産の経済価値を判定する専門家で
　す。〉
　毎年発表される全国の土地の適正な価格である「地価公
示価格」。その価格が毎年変動するように、土地や建物な
どの不動産は、それをとりまく環境の変化や法改正、社会
情勢の変動など様々な要因によって、その経済的価値を絶
えず変化させています。不動産鑑定士は、不動産に関する
専門知識はもちろん、経済や法律などの知識も駆使して不
動産の「適正な価値」を導き出すエキスパートです。

〈不動産鑑定士の主な仕事〉
【不動産鑑定】
・土地や建物などの不動産の経済価値について、地理的状
　況や法規制、市場経済など様々な要因を踏まえて鑑定評
　価を行い、鑑定評価額を決定します。法律に基づく「不
　動産鑑定評価書」の作成は不動産鑑定士だけに認められ
　ています。

【調査・分析・コンサルティング】
・対象となる不動産を様々な角度から調査・分析し、その
　結果を踏まえて、顧客のニーズに合わせた適切なアドバ
　イスを行います。
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2. 「不動産鑑定士」
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　これまでご紹介してきたように、土地は、貴重な資源で
あり、私たちの生活や企業活動にとって欠かせない基盤で
す。将来の子供たちのため、未来の社会のために、適正に
利用・管理していかなければなりません。そのためには、
皆さんに、土地に関する制度や理念、政策等を知ってもら
い、今後の土地のあり方について考えてもらうことが重要
です。
　国土交通省では、「土 」の字を分解すると「十」と
「一」となることから、毎年10月を「土地月間」、10
月１日を「土地の日」と定め、地方公共団体や関係団体等
とも連携して、土地政策に関する情報の発信や、ポスター
等の作品募集を通じた広報・啓発、土地に関連するテーマ
の講演会・相談会の実施等を行っています。

　活気に満ちた地域社会の実現・地方創生の推進を図るた
めには、地域の課題を認識し、その解決に向けて、まちづ
くりの活動を支える空間のベースとなる土地をいかに上手
く活用するかが求められます。

〈不動産鑑定士になるためには〉
　不動産鑑定士として働くためには、毎年１回開催される
不動産鑑定士試験（短答式試験・論文式試験）に合格する
必要があります。合格後、実務修習を修了し、国土交通大
臣による修了の確認を受けると、不動産鑑定士として登録
することができます。
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1. 土地の日と土地月間

2. 土地活用モデル大賞

第 5章
土地月間の活動紹介

　この章では、毎年10月に設けられている「土地の日
（10月１日）」、「土地月間」の活動についてご紹介しま
　す。
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●前橋市は、市内の企業・企業家有志からの寄付金等をもとにまちづく
　りファンドを組成し、都市利便増進協定に基づき、当該ファンドから
　都市再生推進法人による改修事業に補助。
●沿道の民有地（元駐車場と銀行敷地）を都市利便増進施設に指定（広
　場）することにより、道路や準用河川等の公共施設との一体的な活用
　を実現。
●改修事業を一過性のハード整
　備にとどめず、活用・運用を
　担うプレイヤーの発掘・育成
　を行うため、「PFS連動型業
　務委託）/ SIB（ソーシャル
　・インパクト・ボンド）」等を活用して勉強会や社会実験を実施。

●河川区域の遊水地用地が、環境学習・農業体験等ができる自然とふれ
　あう場として機能を発揮。
●湿地という特性を生かし農業体験エリアを設け、生物多様性を保全す
　る水辺エリアでは木道の整備を行い、原っぱで生態系への配慮から意
　図的な刈り残し部分を作る等の工夫を実施。
●自治会の夏祭りや年始のどんど焼き、マーケット
　など地元の方々のイベント会場としても活用。
●地元の小学校生徒によるレンコン畑の整備、特別
　支援学校の生徒とのミズアオイの群生エリアの整
　備、市民ボランティアによる水辺の環境保護活動
　など、多様な人々が公園づくり
　に寄与。

　土地活用モデル大賞は、こうした課題を踏まえて土地の
有効活用や適切な維持管理に取り組む土地活用の模範的事
例、成功モデルとなる事例を募集し、優れた事例について
「国土交通大臣賞」をはじめとする表彰を行い、優れた土
地活用を全国的に紹介しその普及を図るものです。本表彰
は平成16年度から開始され、第 2 1回目となる令和 6年
度においては、審査基準（課題対応性、先導性、独創性、
汎用性）をもとに６つのプロジェクトが表彰されました。

●コミュニティの核となる芝生広場や市民農園等と、民間事業の
　収益確保や将来ニーズに対応しうる柔軟性を両立させるため、
　都市公園と広場条例が補完する関係を意図的に構築。
●魅力向上提案事業用地は、「売却」、「貸付」、「売却又は貸付
　のいずれも選択しない」の選択が可能なものとし、事業者目線
　の柔軟な公募条件を示し、活用が次の活用を呼んで賑わいが持
　続する段階整備を仕組化。
●市民団体（シーパスパーク・クラブ）は、敢えてエリアマネジ
　メントの考え方をとらず、この場所での多様なコミュニティ形
　成を応援しつなぐことを重視し、もともと遊休地の暫定利用時
　代からここで活動していた団体等を母体として形成。
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国土交通大臣賞

 シーパスパーク
（泉大津駅西地区周辺整備事業）
 大阪府泉大津市／令和５年竣工

都市みらい推進機構理事長賞
 馬場川通りアーバンデザインプロジェクト
 群馬県前橋市／令和５年竣工

 麻機遊水地公園活用事業
 ～自然とふれあう体験型の都市緑地～
 静岡県静岡市／令和２年竣工
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●コンベンション施設における催事（全国規模の会議等）や、飲食・ホ
　テル利用による交流と賑わいを創出。

●鉄道整備主体（鉄道・運輸機構）と土地区画整理事業者（横浜市）と
　の間で、土地区画整理事業の認可以前から相互協力を行う方針を約定。
●両者が協調して用地の確保と敷地の整理を行い、円滑な事業実施を実
　現。
●また、地下の駅施設に接続する新綱島駅西口（綱島方駅出入口）を横
　浜市が新設するなど、まちづくりに必要な施設整備も両者が協力して
　実施。

●図書館について、既存ショッピングモールのリノベーション手法により
　新築よりも経済的な整備を図るとともに、指定管理業務と備品等のデザ
　イン・レイアウト、カフェの運営を一体的に管理運営する事業者を選定
　することで効率的かつ高質な空間を実現。その後も利用者・運営者それ
　ぞれの自主性を活かすことにより、弛まず魅力を持続。
●市民が求めた子育て支援施設等を、管理者が異なる３つの施設にもかか
　わらず利用者がその縦割りの壁を極力感じずに柔軟に利用できるように
　整備・運営。
●図書館・子育て支援施設等・民間商業等施設の前庭ともいえるまちなか
　広場が積極的に利活用され、その場そのものが集客の魅力として機能。
　このブロックへの集客や新たな出会い・学び・意欲を周辺市街地に波及
　させようと、関係各者が若者を中心とした市民を巻き込む取組を実施。

●一度挫折したプロジェクトについて、再度綿密に「対話型市場調査」を
　実施し民間から広く意見や提案を収集し、個別ヒアリングを実施したう
　えで実現性を重視した基本事項を取りまとめ、最終的に事業者を募集・
　決定。
●宇都宮駅から直結する自由通路、ライトライン停留場と連携した施設配
　置等により公共交通機関を利用しやすい動線を確保。
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 都城市中心市街地中核施設整備支援事業
 宮崎県都城市／平成３０年・令和４年竣工

 宇都宮駅東口整備事業
 栃木県宇都宮市／令和４年 竣工、事業中

審査委員長賞

 横浜国際港都建設事業
 新綱島駅周辺地区土地区画整理事業
 神奈川県横浜市／令和５年竣工　・事業中※1 ※2 
（※1 市街地再開発事業、※2土地区画整理事業）
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3. 令和７年「土地月間」作品コンテスト
　これまでご紹介してきたように、土地基本法や民事基本
法制、所有者不明土地法の見直しにより、土地に関する制
度が大きく変化しています。
　そうした中、今一度、身近な「土地」について考え、
「土地」の制度に関する理解が深まるきっかけとなるよう、
空き地で遊んだ思い出や、土地が地域で上手に活用される
ことや大切に管理されること、土地の登記の大切さなど、
「土地への思い」をつづったイラストとエッセイを募集す
る作品コンテストを開催しています。令和７年においては、
「土地に願いを」をテーマにイラスト部門で以下の8点、
エッセイ部門で3点が入賞しました。
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イラスト・タイトル
「土地活用で街が大変身」
作者／縄 乃々香さん
【北海道】小学 6 年生

イラスト・タイトル
「トウキツネととちーたと
土地を有効利用しよう !!」
作者／脇 玲美奈さん
【静岡県】小学 5 年生

イラスト・タイトル
「豊かな土地になりますように」
作者／半田 夏光さん
【山口県】中学 3 年生

大 

賞

優
秀
賞

こ
ど
も
特
別
賞
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イラスト・タイトル
「トウキツネととちーたから土地に願いを」
作者／脇 久美子さん
【静岡県】主婦

イラスト
タイトル「土地を大切に」
作者／大西 未紗さん
【愛知県】高校 1 年生

トウキツネ賞

とちーた賞
チカコウジくん賞
（日本不動産鑑定士協会連合会）

イラスト
タイトル「土地を輝かせる願い」
作者／原田 莉帆さん
【愛知県】小学 6 年生

地籍の匠賞
（日本国土調査測量協会）

イラスト
タイトル「ドローンで土地を測ります！」
作者／山中 祐輝さん
【愛知県】会社員

土地を測りま賞
（全国測量設計業協会連合会）

イラスト
タイトル「土地で人を繋ぐ」
作者／衛藤 真央さん
【大分県】中学 3 年生
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　いかがでしたでしょうか。土地にまつわる歴史、法律、税制、
相談窓口、専門の職業などを見てきました。土地制度は、時代
の変遷とともに、移り変わっていき、今後も必要な見直しが行
われるでしょう。しかし、土地が貴重な資源であり、私たちの
生活の基盤であることは変わりません。この土地読本が、皆さ
んに土地について改めて考えていただき、土地を身近に感じて
もらうきっかけになれば幸いです。 第
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全文は以下の HP で公開しております。
是非、お読みください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/
content/001882853.pdf

「土地について考える本」は
以下の HP で公開しております。
是非、お読みください。

大 賞

優秀賞

子ども
特別賞

若狭 早さん（小学 2 年生）【愛媛県】
タイトル「土地のバトン」

筒井 優子さん（主婦）【千葉県】
タイトル「片道二時間の履歴書」

宮田 心夏さん（小学 6 年生）【東京都】
タイトル「土地の管理 - 林業から考えた -」

エッセイ部門入賞作品 おわりに

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/
tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00018.html



5756

わかりやすい土地読本

第
5
章  

土
地
月
間
の
活
動
紹
介

第
5
章  

土
地
月
間
の
活
動
紹
介

■土地読本、土地月間について
（（一財）土地情報センターHP）

　https://www.lic.or.jp/

■所有者不明土地等対策について、土地基本法について
（国土交通省HP）

　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html

■地価公示について
（国土交通省HP）

　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

■改正民法、改正不動産登記法、相続土地国庫帰属法に
　ついて
（法務省HP）https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

■地籍調査について
（国土交通省HP）

　https://www.chiseki.go.jp/

参考ホームページ一覧
■土地に関する税制について
（国土交通省HP）

　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000071.html

■全国版空き家・空き地バンクについて
（国土交通省HP）

　https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

■不動産鑑定士について
（（公社）日本不動産鑑定士協会連合会HP）

　https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/index.html

■土地活用モデル大賞について
（都市みらい推進機構HP）

　http://www.toshimirai.jp/tochi_model/tochitaishoutop.htm

■司法書士について
（日本司法書士会連合会HP）

　https://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/index

■土地家屋調査士について
（日本土地家屋調査士会連合会HP）

　https://www.chosashi.or.jp/investigator/
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Memo

一般財団法人

国土交通省 不動産・建設経済局土地政策課

土地情報センター

令和7年９月発行

〒102-0084　東京都千代田区二番町６番地３

10月は土地月間
 10月1日は「土地の日」です

十＋一＝土




